　　　　　　　　　　　　　
川崎市の社会教育に関する
市民委員を募集します
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１  応募ができる方
応募ができる方は、次の事項のすべてに該当する方です。
(1) 申し込み時に１８歳以上の方
(2) 本市に引き続き１年以上居住している方
なお、教育文化会館専門部会、各市民館専門部会及び有馬・野川
生涯学習支援施設専門部会（宮前区）については、施設所在地の
区内の方に限ります。
(3) 本市の他の附属機関等の委員になっていない方
(4) 本市の職員でない方（ただし、本市退職職員は応募可）

２  任期及び募集人数等
(1) 任期　社会教育委員　令和８年５月１日から令和１０年４月30日まで
各専門部会委員　令和８年５月１日から専門部会の審議又は調査終了まで（概ね２年間）
※定例会開催回数は、社会教育委員会議は概ね年８回、各専門部会は概ね年4回
	公募する委員の名称
	募集人数
	小論文のテーマ

	川崎市社会教育委員
	2人
	川崎市における今後の社会教育の役割・可能性について

	川崎市社会教育委員会議
専門部会委員
	教育文化会館専門部会委員
	1人
	教育文化会館の地域における役割について

	
	幸市民館専門部会委員
	1人
	幸市民館の地域における役割について

	
	中原市民館専門部会委員
	1人
	中原市民館の地域における役割について

	
	高津市民館専門部会委員
	1人
	高津市民館の地域における役割について

	
	宮前市民館専門部会委員
	1人
	宮前市民館の地域における役割について

	
	多摩市民館専門部会委員
	1人
	多摩市民館の地域における役割について

	
	麻生市民館専門部会委員
	2人
	麻生市民館の地域における役割について

	
	図書館専門部会委員
	2人
	これからの図書館に期待される役割について

	
	青少年科学館専門部会委員
	2人
	青少年科学館の魅力向上について

	
	日本民家園専門部会委員
	2人
	日本民家園の魅力向上について

	
	有馬・野川生涯学習支援施設
専門部会委員
	2人
	有馬・野川生涯学習支援施設に期待される役割について

	
	青少年教育施設
専門部会委員
	2人
	青少年教育施設に期待される役割について
※川崎市には、青少年の家・八ヶ岳少年自然の家、黒川青少年野外活動センター・子ども夢パークの４つの青少年教育施設があります。　


(2) 募集人数等

３　提出書類及び応募方法
　(1) 提出書類
① 応募用紙（様式は教育委員会事務局生涯学習推進課及び教育文化会館・各市民館、日本民家園、青少年科学館等の施設にございます。または、ホームページでもダウンロードができます。）
② 小論文（2,000字程度　※テーマは表面参照、様式自由）
(2) 応募方法
上記提出書類を「郵送」または「持参」いずれかでご応募ください。ご持参の場合、平日の午前９時～午後５時の間に、教育委員会事務局生涯学習推進課までお持ちください。
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４　選考方法
　　(1) 公募委員選考委員会を設置し、書類選考を行います。
　　(2) 選考結果は、４月上旬までに応募者全員に通知します。

　５　応募期限　
令和７年１２月１５日(月)～令和８年１月１６日(金) [消印有効]
※ご持参の場合、令和８年１月１６日(金)午後５時まで受付

　６　申込先及び問合せ先
〒210-0005　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所南庁舎４階
川崎市教育委員会事務局生涯学習推進課　市民委員公募 担当宛
[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]電話：044-200-3303　ＦＡＸ：044-200-3679　
Ｅメール：88syogai＠city.kawasaki.jp（お問い合わせのみ）
　　ホームページURL　 https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000180914.htmll
　　※右の二次元バーコードを読み取るとホームページをご覧いただけます→

※参考
	会議の名称
	活動内容

	社会教育委員会議
	社会教育法に基づき、社会教育に関し教育委員会に助言する。また、教育委員会の諮問に応じ、意見を述べたり、必要に応じて研究調査を行う。

	教育文化会館専門部会
各市民館(幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生)専門部会
	館における各種の事業の企画実施について調査審議する。

	図書館専門部会
	館の運営及び図書館奉仕について意見を述べる。

	青少年科学館専門部会
	施設の運営に関し意見を述べるとともに、事業評価を行う。

	日本民家園専門部会
	施設の運営に関し意見を述べるとともに、事業評価を行う。

	有馬・野川生涯学習支援施設専門部会
	施設の運営について調査審議する。

	青少年教育施設専門部会
	各施設における各種の事業の企画実施について調査審議する。



（ 裏面につづく→ ）
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